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地域環境資源センター－ⅩⅣＧ型 －ⅩⅣＧＰ型（平成２３年度改訂版）の正誤表 

旧頁 誤 正 
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作成の要旨 

２．経緯 
 （途中は省略） 

また、第２回目の改訂については、技術的内容の変更ではないた

め、「JARUS 型施設設計指針等検討委員会」の委員長の了解を得て

センター事務局（開発・保全班）での改訂としている。なお、この

第２回目の改訂では新規に大臣認定を取得した内容を主体に修正・

追加を行うが、必要に応じて従来型の性能値等についても「※印」

を付して注記している。加えて、これまでの本指針では、新築編と

改築編に分けて作成していたが、今回の改訂では改築に係る事項は

注記で示している。 
 
       ここで平成 22 年 12 月に新たに大臣認定を取得した JARUS－Ⅹ

ⅣＧ型及び JARUS－ⅩⅣＧＰ型の正式名称は以下のとおりである。ま

た、これまでの使用していた従来型の大臣認定も継続しており、参

考として正式名称を示す。 
 
 
３．適用範囲 
（解説） 

この指針は、建築基準法施行令第35条第1項の規程に基づき、大臣認定（平成22
年12月22日取得）を受けたJARUS－ⅩⅣＧ，JARUS－ⅩⅣＧＰ型の汚水処理施設

設計に適用する。 
※ なお、従来型の処理対象人口は201～6,000人である。 
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7 なお、従来型のＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型の放流水における計画処理水

質及び除去率は、次のとおりである。  
① 計画処理水質 

表-4-7  計画処理水質 
ＢＯＤ 

 (生物化学的酸素
要求量：mg/L)

ＣＯＤ 
(化学的酸素 

要求量：mg/L) 

Ｓ Ｓ
(浮遊物質量 
 ：mg/L) 

Ｔ－Ｎ
(窒素含有量 
 ：mg/L) 

Ｔ－Ｐ
(リン含有量 
 ：mg/L) 

15 以下 20 以下 15 以下 15 以下 1以下 
ただし、T-P（リン含有量）に係る計画処理水質については、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型（リ

ン除去対応型）を適用する場合のものである。 
 
② 除去率 

表-4-8  除 去 率 
項   目 除去率（％） 流入水（mg/L） 放流水（mg/L）
ＢＯＤ 

（生物化学的酸素要求量） 92.5 以上 200 15 以下 

ＣＯＤ 
  （化学的酸素要求量） 80 以上 100 20 以下 

Ｓ Ｓ 
（浮遊物質量） 92.5 以上 200 15 以下 

Ｔ－Ｎ 
（窒素含有量） 65.1 以上 43 15 以下 

Ｔ－Ｐ 
（リン含有量） 80 以上 5 1以下 

ただし、T-P（リン含有量）に係る除去率については、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型（リン除去

対応型）を適用する場合のものである。 
 

このページ全部を削除。 
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（解 説） 

(1)  ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型における系列数は、処理対象人口規

模に応じて、経済性や維持管理性等を考慮し定める。 
 

※ なお、従来型についてのＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型における

系列数で２系列の場合の処理対象人口は2,001～6,000人である。 
 

(2)  前処理設備には、流入汚水量や流入特性等を把握するため、原則として指示・積

算・記録等の機能を有する流量計を設置する。 

 

 

(1)  標準的なばっ気槽の槽数、室数区分、初期運転対応室数は、表-8.1-1に示すとおり

とする。 

表-8.1-1  標準的なばっ気槽の槽数、室数区分、初期運転対応室数 

処理対象人口（人） 系列数 槽  数 室  数 初期運転
対応室数 

201 ～ 700 1 1 2 2室運転 
701 ～ 3,000 1室運転可能 

2,001 ～ 10,000
※なお従来型の場合は2,001～6,000 2 2 4 1室運転可能 

 

（解 説） 
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表-9.1-1 汚泥濃縮貯留槽に係る有効容量の算定式 
ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ、ＪＡＲＵＳ－ 

ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。） 
※なお従来型においてはｂは92.5％とする。 

 
 

表-9.2-1 汚泥濃縮槽に係る有効容量の算定式 

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ 
ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。） 
※なお従来型を用いる場合には92.5％とする。 

 
 

表-9.2-2 汚泥濃縮槽に係る有効容量の算定式 

ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ 
ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。） 
※なお従来型を用いる場合には92.5％とする。 

 
 

表-9.3-1 汚泥濃縮機本体に係る汚泥濃縮処理時間の算定式 
ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ 

ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。） 
※なお従来型の場合には92.5％とする。 
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表-9.3-2 汚泥受槽に係る有効容量の算定式 
ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ 

ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。） 
※なお従来型については92.5％とする。 
 
 

表-9.4-1 汚泥貯留槽に係る有効容量の算定式 
ｂ：計画ＢＯＤ除去率（ただし、ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ 

ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設では、95％とする。） 
  ※なお従来型の場合には92.5％とする。 
 
 
表-10.1-2  ばっ気槽の酸素要求量に係る算定式 
ρB ：BOD除去率（ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ，ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型を 

活用した汚水処理施設にあっては、95％を標準とする。） 
※なお従来型においては92.5％を標準とする。 

 
 
ND    ：除去窒素量（kg･ND /日） 

また窒素除去率（ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型を活用した汚水処理施設にあっては 
65.1％を標準とする。 
※なお従来型にあってはＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧ,ＪＡＲＵＳ－ⅩⅣＧＰ型共に

65.1％とする 
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